
地 域 に お け る 交 通 安 全 教 育 推 進 要 領 の 制 定 に つ い て  

平 成 1 3 年 ３ 月 2 8 日 

例 規 （ 交 安 ） 第 23号  

警  察  本  部  長  

  

〔 沿 革 〕  平 成 22年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 12号   平 成 26年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 14号   

 

み だ し の 要 領 を 次 の と お り 制 定 し 、 平 成 13年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る こ と と し た の で 、 効 果 的 な 推 進

に 努 め ら れ た い 。  

な お 、 高 年 齢 層 に 対 す る 交 通 安 全 指 導 の 実 施 に つ い て （ 昭 和 49年 例 規 （ 交 企 ・ 外 勤 ） 第 ５ 号 ） 及 び

移 動 交 通 安 全 教 室 の 実 施 要 領 の 制 定 に つ い て （ 昭 和 49年 例 規 （ 交 企 ） 第 28号 ） は 廃 止 す る 。  

記  

地 域 に お け る 交 通 安 全 教 育 推 進 要 領  

第 １  趣 旨  

自 動 車 保 有 台 数 及 び 運 転 免 許 取 得 人 口 が 増 加 し 、 高 齢 化 社 会 が 進 む 中 で 、 交 通 事 故 を 防 止 す る た

め に は 、 交 通 安 全 教 育 の 果 た す 役 割 が 非 常 に 大 き な も の と な っ て い る が 、 交 通 安 全 教 育 を 実 施 す る

主 体 （ 以 下 「 実 施 主 体 」 と い う 。 ） は 、 警 察 の ほ か 、 民 間 組 織 、 学 校 、 自 治 体 等 と 多 岐 に わ た り 、

こ れ ら の 実 施 主 体 が そ れ ぞ れ の 特 性 を 生 か し 、 互 い に 連 携 を と り な が ら 推 進 し て い く こ と が 重 要 で

あ る 。 警 察 と し て は 、 広 く 交 通 安 全 教 育 指 針 （ 平 成 10年 国 家 公 安 委 員 会 告 示 第 15号 。 以 下 「 指 針 」

と い う 。 ） を 普 及 さ せ る と と も に 、 自 ら 交 通 安 全 教 育 を 実 施 す る ほ か 、 交 通 安 全 教 育 指 導 者 の 派 遣

等 必 要 な 支 援 ・ 協 力 を 行 い 、 民 間 組 織 、 学 校 、 自 治 体 等 が 行 う 交 通 安 全 教 育 の 促 進 を 図 ら な け れ ば

な ら な い 。  

こ の 要 領 は 、道 路 交 通 法（ 昭 和 35年 法 律 第 105号 ）に 規 定 さ れ た 講 習 及 び 自 動 車 教 習 所 に お け る 運

転 免 許 取 得 前 教 育 以 外 に 、 地 域 に お い て 任 意 に 行 わ れ る 交 通 安 全 教 育 （ 以 下 「 地 域 交 通 安 全 教 育 」

と い う 。 ） を 適 切 か つ 効 果 的 に 推 進 す る た め 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

第 ２  推 進 体 制  

１  推 進 責 任 者 等  

地 域 交 通 安 全 教 育 を 計 画 的 に 推 進 す る た め の 推 進 責 任 者 は 、 県 本 部 に あ っ て は 交 通 部 交 通 総 務

課 長 （ 以 下 「 主 管 課 長 」 と い う 。 ） 、 署 に あ っ て は 署 長 と す る 。  

な お 、 地 域 交 通 官 及 び 交 通 官 を 置 く 署 に あ っ て は 、 地 域 交 通 官 及 び 交 通 官 を 推 進 責 任 補 助 者 と

す る 。  

２  実 施 責 任 者  

地 域 交 通 安 全 教 育 を 計 画 的 に 実 施 す る た め の 実 施 責 任 者 は 、交 通 部 交 通 総 務 課（ 以 下「 主 管 課 」

と い う 。 ） に あ っ て は 課 長 補 佐 （ 教 育 担 当 ） 、 署 に あ っ て は 交 通 課 長 と す る 。  

３  地 域 交 通 安 全 教 育 指 導 者  

推 進 責 任 者 は 、 主 管 課 に あ っ て は 主 管 課 員 の 中 か ら 、 署 に あ っ て は 交 通 課 員 の 中 か ら 適 格 性 を

考 慮 し 、 地 域 交 通 安 全 教 育 の 指 導 を 行 う 者 （ 以 下 「 指 導 者 」 と い う 。 ） を 指 名 す る も の と す る 。  

第 ３  指 導 者 等 の 育 成  

１  指 導 者 の 育 成  

(１ ) 主 管 課 長 は 、 地 域 交 通 安 全 教 育 に 関 す る 研 修 会 等 を 随 時 開 催 す る ほ か 、 主 管 課 員 を 派 遣 し

て 、 署 の 指 導 者 と 連 携 し た 地 域 交 通 安 全 教 育 の 実 践 等 を 通 じ 、 指 導 者 を 計 画 的 に 育 成 す る も の

と す る 。  

(２ ) 署 長 は 、 自 署 の 指 導 者 に 対 し 、 交 通 安 全 教 育 に 関 す る 教 養 を 行 い 、 そ の 育 成 に 努 め る も の

と す る 。  

２  警 察 以 外 の 実 施 主 体 の 地 域 交 通 安 全 教 育 の 指 導 を 行 う 者 （ 以 下 「 部 外 指 導 者 」 と い う 。 ） の 育

成 促 進  

(１ ) 指 針 に 沿 っ た 交 通 安 全 教 育 の 実 施 が 義 務 付 け ら れ て い る 部 外 指 導 者 の 育 成  

ア  安 全 運 転 管 理 者  

推 進 責 任 者 は 、 安 全 運 転 管 理 者 協 議 会 が 行 う 講 習 会 等 に つ い て の 助 言 、 指 導 及 び 支 援 を す

る と と も に 、 交 通 安 全 に 関 す る 専 門 的 研 修 施 設 等 に お け る 高 度 な 教 育 の 受 講 に よ る 能 力 向 上



を 働 き 掛 け る こ と に よ り 、 部 外 指 導 者 と し て 育 成 す る も の と す る 。  

イ  地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 委 員  

推 進 責 任 者 は 、 地 域 交 通 安 全 教 育 の 必 要 性 、 教 育 す べ き 事 項 等 の 一 般 的 な 教 養 を 実 施 す る

ほ か 、 指 導 者 と 連 携 し た 地 域 交 通 安 全 教 育 の 実 践 を 通 じ 、 部 外 指 導 者 と し て 育 成 す る も の と

す る 。  

(２ ) そ の 他 の 実 施 主 体 の 部 外 指 導 者 の 育 成 促 進  

推 進 責 任 者 は 、 交 通 安 全 協 会 の 交 通 指 導 員 、 自 治 体 に お け る 地 域 交 通 安 全 教 育 を 担 当 す る 職

員 等 に 対 し て 、 指 針 に 基 づ い た 地 域 交 通 安 全 教 育 の 実 施 を 働 き 掛 け る ほ か 、 能 力 及 び 技 能 の 向

上 に つ い て 助 言 ・ 指 導 す る と と も に 、 指 導 者 と 連 携 し た 地 域 交 通 安 全 教 育 の 実 践 を 通 じ て 、 そ

の 育 成 を 支 援 す る も の と す る 。 ま た 、 保 育 園 、 幼 稚 園 、 学 校 、 老 人 ク ラ ブ 等 の 部 外 指 導 者 に つ

い て も 、 指 針 に 基 づ い た 地 域 交 通 安 全 教 育 を 働 き 掛 け る と と も に 、 指 導 者 と 連 携 し た 地 域 交 通

安 全 教 育 の 実 践 等 を 通 じ て 、 そ の 育 成 を 支 援 す る も の と す る 。  

第 ４  実 施 主 体 間 の 連 絡 、 調 整 等  

１  連 絡 及 び 調 整 の 場 の 設 定  

署 長 は 、 地 域 に お い て 、 段 階 的 か つ 体 系 的 な 地 域 交 通 安 全 教 育 を 効 果 的 に 推 進 す る た め 、 実 施

主 体 間 の 連 絡 及 び 調 整 の 場 と し て 、 交 通 安 全 教 育 推 進 協 議 会 等 の 設 定 に 努 め る も の と す る 。  

２  助 言 ・ 指 導  

交 通 安 全 教 育 推 進 協 議 会 等 が 設 定 さ れ た 場 合 は 、指 針 の 内 容 に 沿 っ た 地 域 交 通 安 全 教 育 の 企 画 、

カ リ キ ュ ラ ム の 策 定 、 実 施 主 体 間 の 任 務 分 担 等 、 地 域 交 通 安 全 教 育 の 計 画 的 か つ 継 続 的 な 推 進 に

つ い て 協 議 さ れ る よ う 助 言 ・ 指 導 す る も の と す る 。  

３  情 報 の 提 供 及 び 資 機 材 の 相 互 利 用  

推 進 責 任 者 は 、 警 察 以 外 の 実 施 主 体 に お い て 、 地 域 交 通 安 全 教 育 が 効 果 的 に 行 わ れ る よ う 交 通

事 故 の 発 生 状 況 及 び 、 地 域 交 通 安 全 教 育 の 効 果 的 事 例 等 に 関 す る 情 報 を 積 極 的 に 提 供 す る も の と

す る 。  

ま た 、 民 間 組 織 、 学 校 、 自 治 体 等 が 保 有 す る 資 機 材 を 把 握 し 、 相 互 に 有 効 活 用 さ れ る よ う 連 携

を 図 る も の と す る 。  

第 ５  地 域 交 通 安 全 教 育 の 実 施  

１  地 域 交 通 安 全 教 育 の 促 進  

署 長 は 、 地 域 交 通 安 全 教 育 の 促 進 に つ い て 、 保 育 園 、 幼 稚 園 、 学 校 、 事 業 所 、 老 人 ク ラ ブ 、 自

治 会 等 に 対 し 積 極 的 な 働 き 掛 け を 行 う も の と す る 。  

２  指 導 者 の 基 本 的 心 構 え  

(１ ) 地 域 交 通 安 全 教 育 の 意 義 に つ い て の 理 解  

地 域 交 通 安 全 教 育 は 道 路 交 通 の 安 全 を 確 保 す る た め の 重 要 な 手 段 で あ る と い う こ と を 理 解 す

る こ と 。  

(２ ) 対 象 者 の 特 性 に 応 じ た 内 容 及 び 方 法 の 選 択  

地 域 交 通 安 全 教 育 は 、 対 象 者 の 年 齢 、 主 な 通 行 の 態 様 、 業 務 態 様 等 に 応 じ た 内 容 及 び 方 法 に

す る こ と 。  

(３ ) 対 象 者 の 理 解 を 深 め る 地 域 交 通 安 全 教 育 の 実 施  

交 通 ル ー ル が 定 め ら れ て い る 理 由 を 示 し 、 こ れ を 守 ら な い 場 合 の 危 険 及 び 周 囲 の 人 に 与 え る

迷 惑 に つ い て 具 体 的 に 説 明 す る 等 、 対 象 者 が 理 解 を 深 め ら れ る よ う に す る こ と 。  

(４ ) 参 加 ・ 体 験 ・ 実 践 型 の 教 育 手 法 の 活 用  

安 全 に 道 路 を 通 行 す る た め の 技 能 と 知 識 を 体 験 に 基 づ い て 習 得 し 、 そ の 必 要 性 を 理 解 で き る

よ う に す る た め 、 参 加 ・ 体 験 ・ 実 践 型 の 教 育 手 法 を 積 極 的 に 活 用 す る こ と 。  

(５ ) 効 果 の 測 定  

地 域 交 通 安 全 教 育 の 実 施 前 及 び 実 施 後 に 、 ア ン ケ ー ト 等 を 行 っ て 技 能 と 知 識 の 習 得 の 程 度 を

把 握 す る な ど 、 そ の 効 果 を 確 認 し 、 必 要 に 応 じ て 教 育 の 方 法 、 利 用 す る 教 材 等 の 見 直 し を す る

こ と 。  

(６ ) 交 通 情 勢 に 応 じ た 教 育 内 容 の 見 直 し  

交 通 事 故 の 発 生 状 況 の 推 移 、 道 路 交 通 に 関 す る 制 度 改 正 等 を 常 に 把 握 し 、 必 要 に 応 じ 、 教 育

内 容 の 見 直 し を す る こ と 。  



(７ ) プ ラ イ バ シ ー へ の 配 慮  

安 心 し て 地 域 交 通 安 全 教 育 が 受 け ら れ る よ う に す る た め 、 知 り 得 た 受 講 者 の 運 転 に 関 す る 経

歴 等 の 取 扱 い に つ い て は 、 十 分 注 意 す る こ と 。  

３  地 域 交 通 安 全 教 育 実 施 対 象 者  

地 域 交 通 安 全 教 育 対 象 者 は 、 下 記 の 区 分 に よ る も の と す る 。  

(１ ) 幼 児 （ 幼 児 の 保 護 者 を 含 む ）  

小 学 校 就 学 前 ま で の 者  

(２ ) 児 童 （ 児 童 の 保 護 者 を 含 む ）  

小 学 校 就 学 中 の 者  

(３ ) 中 学 生  

中 学 校 就 学 中 の 者  

(４ ) 高 校 生  

高 等 学 校 就 学 中 の 者  

(５ ) 成 人  

20歳 以 上 の 者  

(６ ) 高 齢 者  

お お む ね 65歳 以 上 の 者  

(７ ) そ の 他 の 者  

上 記 に 該 当 し な い 者  

４  地 域 交 通 安 全 教 育 の 実 施 内 容  

実 施 内 容 は 別 表 １ の と お り と し 、 対 象 者 の 年 齢 、 主 な 通 行 態 様 、 人 員 、 実 施 時 間 等 に 応 じ 、 取

捨 選 択 し 実 施 す る も の と す る 。  

第 ６  高 齢 者 に 対 す る 交 通 安 全 指 導 の 推 進  

署 長 は 、 高 齢 者 が 交 通 事 故 の 被 害 に 遭 う 危 険 性 を 認 識 し 、 関 係 機 関 ・ 団 体 等 と 連 携 し 、 高 齢 者 宅

個 別 訪 問 等 に よ る 交 通 安 全 指 導 の 推 進 に 努 め る も の と す る 。  

第 ７  主 管 課 員 の 派 遣 要 請  

署 長 は 、 主 管 課 員 の 派 遣 を 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 別 記 様 式 第 １ 号 （ 交 通 総 務 課 員 派 遣 要 請 書 ） に

よ り 主 管 課 長 に 要 請 す る も の と す る 。  

第 ８  結 果 報 告  

指 導 者 は 、 別 記 様 式 第 ２ 号 （ 交 通 安 全 教 育 実 施 結 果 報 告 書 ） に よ り 地 域 交 通 安 全 教 育 の 実 施 結 果

を 、 推 進 責 任 者 に 報 告 す る も の と す る 。  

 

以 下 別 記 様 式 省 略  


